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第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類   公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監 査 対 象   タイムズグループ 

            都市整備部道路管理課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 事前調査期間   平成２９年１２月１５日から平成３０年 １月１７日まで 

 ４ 監 査 期 間   平成３０年 １月１８日 

 ５ 監査対象年度   平成２８年度 

 ６ 監査対象事項   施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ７ 監 査 方 法    公の施設の指定管理者に対して、公の施設の管理運営に係る出納その

他の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、担当者から説明

を聴取し、諸帳簿等について調査・確認するとともに、条例及び協定書

等に沿って適正な管理が行われているかに重点をおいて監査を実施した。 

             また、所管所属に対しては、指定管理者への指導監督が適切に行われ

ているかに重点をおいて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  タイムズグループ 

代 表 者 タイムズ２４株式会社 代表取締役 西川 光一 

住  所 大阪府大阪市中央区今橋４－１－１ 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 ①四日市市営中央駐車場、②四日市市営本町駐車場 

所  在  地 
①四日市市諏訪町１番２５号 

②四日市市本町３番３号 

設置年月：①平成元年４月 

 ②昭和６０年１２月 

指 定 期 間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

利用料金収入 ３５，３７８，０６２円（平成２８年度） 

駐車場整備費 

負 担 金 
６，３０９，３００円（平成２８年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

 収 入    ３５，３７８，０６２円 

 支 出    ２５，０３４，９２８円 

 収 支    １０，３４３，１３４円（剰余金） 

剰余金が生じた場合、当該剰余金の６１％（１００円未満切り捨て）

が駐車場整備費負担金として市の歳入となる。 
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利 用 実 績 

年間利用台数 

 平成２６年度 ２８９，９１１台 

 平成２７年度 ２８６，９０８台（前年度比 ３，００３台減） 

 平成２８年度 ２８８，７４９台（前年度比 １，８４１台増） 

 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 利用許可、駐車の拒否、利用許可の取消しに関すること。 

   イ 利用料金の徴収・減免・還付に関すること。 

   ウ 市営駐車場施設の施設・設備等の維持管理に関すること。 

   エ その他、市営駐車場施設の運営に関すること。 

 

 ４ 収支状況 

                                      単位：円 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ３８，４７１，０００ ３５，３７８，０６２ △３，０９２，９３８ 

収入 計 ３８，４７１，０００ ３５，３７８，０６２ △３，０９２，９３８ 

人件費 ３，６６６，０００ ４，３５１，９４３ ６８５，９４３ 

管理費 １８，１９２，０００ １４，５０９，２７１ △３，６８２，７２９ 

消耗品費 ２，４６３，０００ １，１６５，２２４ △１，２９７，７７６ 

 光熱水費 ３，８３０，０００ ３，１６７，８３２ △６６２，１６８ 

 修繕費 ７７７，０００ ７９９，０６５ ２２，０６５ 

通信費 ５７６，０００ ５２８，４５９ △４７，５４１ 

保険料 １２７，０００ １３４，３８１ ７，３８１ 

委託料 ５，３０５，０００ ４，８７０，８２４ △４３４，１７６ 

賃借料 ３，３９４，０００ １，７６２，２９６ △１，６３１，７０４ 

減価償却費 １，７２０，０００ １，８６０，９１６ １４０，９１６ 

手数料 ０ １７１，６７４ １７１，６７４ 

その他 ０ ４８，６００ ４８，６００ 

一般管理費 ４，６４２，０００ ６，１７３，７１４ １，５３１，７１４ 

支出 計 ２６，５００，０００ ２５，０３４，９２８ △１，４６５，０７２ 

収  支 １１，９７１，０００ １０，３４３，１３４ △１，６２７，８６６ 
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第３ 監査の結果 

 

   四日市市営中央駐車場及び四日市市営本町駐車場の指定管理者タイムズグループにおける出

納及びその他関連する事務並びに所管所属の指定管理者に対する指導状況等について監査した

結果、次の指摘事項及び意見のとおり、是正又は改善を要するものなどが見受けられた。今後

の事務執行にあたっては、これらに十分留意するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。 

 

 １ 指摘事項 

 

【タイムズグループ】 

（１）協定書に定められた報告書等について 

   次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

ア 基本協定書第３５条に基づく管理業務完了届が市へ提出されていなかった。 

イ 基本協定書第４３条に基づく保険契約の証券が市へ提示されていなかった。 

（２）収支会計処理について 

収支状況報告において、消耗品費と通信費の計上額が誤っていた。不備のない適切な事務

処理を行うこと。 

 

【都市整備部道路管理課】 

（１）備品管理について 

指定管理者に貸与している備品について、備品台帳と現品の照合結果記録が残されていな

かった。実査を実効のあるものとするため、実査した記録を文書として残すこと。 

 

 ２ 意 見 

 

【タイムズグループ】 

（１）事業報告書について 

  ア 事業計画書において自主事業が提案されているが、事業報告書にその結果について記載さ

れていない。事業計画書に挙げた事業については、実施できなかった場合であっても、協議・

検討した内容やその結果を事業報告書に記載すること。 【改善事項】 

  イ 事業報告書に利用者アンケートの結果について記載されている。利用者の意見への対応と

して「四日市市様と協議してまいります。」と記載されているものがあるが、協議内容や結

果について示されていない。協議が行われた場合はその内容や結果について記載すること。

 【改善事項】 

（２）施設の清掃について 

    ゴミの集積場となっている箇所にゴミが長期間置かれている事例や、施設の周囲の樹木が

隣の敷地にはみ出している事例、枯れ草が残っている事例などが見受けられた。施設内や周

囲を点検し、清掃管理を徹底すること。 【改善事項】 
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（３）監視カメラ画像の個人情報の管理について 

    カメラ画像には利用者の個人情報が含まれている。画像データ等の取扱いについては「四

日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」に準じて、適正な管理に努めること。 

 【要望事項】 

（４）収支状況の報告について 

    現契約では剰余金の６１％を市へ納入することとなっており、一般管理費といった間接経

費においては、算出方法により市への納入金額が変動する要素になり得る。収支の適正性を

市へ示すため、収入・支出の裏付けとなる関係証憑を所管課へ提示すること。【改善事項】 

 

【都市整備部道路管理課】 

 （１）指定管理者への指導監督について 

ア 誤った金額で収支状況報告が提出されており、収支に関する決算内容の確認が所管課と

して十分に実施されていなかった。定期的に収支関係書類の抜き取り調査を行うなど牽

制体制の充実を図り指導監督を徹底すること。 【改善事項】 

イ 市へ提出されている収入明細の元となるデータや資料について、確認がなされていな

かった。所管課として事業収支実績数値の妥当性を確認すること。 【改善事項】 

（２）作業の履行確認について 

   事業計画書において、清掃や樹木の伐採等の作業の頻度について記載されている。計画ど

おり行われているかについて、所管課は毎月の調整会議で、実施箇所・日時等の確認を行う

など定期的に牽制すること。 【改善事項】 

（３）監視カメラの設置について 

    中央駐車場に設置されている監視カメラのモニターが、故障により映像が全く映らず、映

像収録もできていない状態となっている。運営に支障が生じないよう、速やかに指定管理者

と協議し、修理するか、更新するか対応すること。 

  また、現在、監視カメラとモニターは指定管理者の所有となっているが、駐車場の運営に

おいて必要不可欠な設備であることから、市の所有とするのが望ましいと考えられる。今後

更新していくにあたっては、市の備品として設置するよう検討すること。 【改善事項】 

 （４）施設の老朽化について 

    特に本町駐車場では、各所に施設・設備の老朽化による劣化や不具合が見受けられる。安

全性の確保だけでなく見栄えの改善のためにも、計画的に修繕や更新を実施していくこと。

 【要望事項】 

 


